
一
九
三
四

登
録
番
号

第

二

千

五

百

九

十

三

号

平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
八
日

株
式
会
社
北
栄
工
事

郡
上
市
高
鷲
町
ひ
る
が
の

四
六
七
〇
番
地
の
一
二
四

三 氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

苗
木

種
穂 生

産
事
業
の
内
容

幼
苗
の
育
成

採
取
及
び
精

選

株
式
会
社
北
栄
工
事

郡
上
市
高
鷲
町
ひ
る
が
の
四

六
七
〇
番
地
の
一
二
四
三

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

(

火
曜
日)

目

次

告

示

○
林
業
用
種
苗
生
産
事
業
者
の
登
録

(

森
林
整
備
課)

六
六
三
ペ
ー
ジ

○
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知

(

治

山

課)

六
六
三

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知

(

同

)

六
六
四

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

○
設
立
届
が
提
出
さ
れ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
の
公
表

(

選
挙
管
理
委
員
会)

六
六
五

○
政
治
団
体
の
異
動
事
項
の
公
表

(

同

)

六
六
五

○
解
散
届
が
提
出
さ
れ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
の
公
表

(
同

)

六
六
六

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

(

環
境
生
活
政
策
課)

六
六
六

○
平
成
二
十
六
年
度
採
石
業
務
管
理
者
試
験
合
格
者

(

商
工
政
策
課)

六
六
六

告

示

岐
阜
県
告
示
第
六
百
一
号

林
業
種
苗
法(

昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
九
号)

第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
を
林

業
用
種
苗
生
産
事
業
者
と
し
て
登
録
し
た
の
で
、
同
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
六
百
二
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

大
垣
市
上
石
津
町
谷
畑
字
北
谷
五
五
六(

次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
八
日



二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
図｣

及
び｢

次
の
と
お
り｣
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部

治
山
課
及
び
大
垣
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
六
百
三
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通

知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示

す
る
。平

成
二
十
六
年
十
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

恵
那
市
東
野
字
保
古
山
二
三
九
〇
の
五
、
二
三
九
〇
の
一
二
、
二
三
九
〇
の
一
四
、
二
三
九
〇
の

二
二
、
二
三
九
〇
の
二
三
、
二
三
九
〇
の
二
七
、
二
三
九
〇
の
四
二

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵か

ん

養

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
恵
那
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
六
百
四
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通

知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示

す
る
。平

成
二
十
六
年
十
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

恵
那
市
東
野
字
天
王
山
三
〇
七
の
一
、
三
〇
七
の
三
、
字
花
無
山
二
二
〇
一
の
一
、
二
二
〇
一
の

一
六
、
二
二
〇
一
の
一
七
、
二
二
〇
一
の
三
七
、
二
二
〇
一
の
六
七

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
恵
那
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)
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選
挙
管
理
委
員
会
告
示

わ
だ
え
つ
子
と
な
の
は
な
ひ
ろ
ば

『さ
こ
う
信
幸
』
を
育
て
る
会

大
久
保
京
子
を
励
ま
す
会

政
治
団
体
の
名
称

自
由
民
主
党
岐
阜
県
林
整
会
支
部

政
治
団
体
の
名
称

和
田
悦
子

酒
向
伸
和

大
竹
滋
彦

代
表

者

の
氏

名

伊
藤
光
邦

代
表

者

の
氏

名

和
田
輝
夫

渡
辺
栄
治

大
久
保
義
弘

会
計
責
任
者

の
氏

名

沖
田
英
輔

会
計
責
任
者

の
氏

名

土
岐
市
泉
が
丘
町
１
―
81

美
濃
加
茂
市
下
米
田
町
信
友
51

瑞
浪
市
土
岐
町
39―
13

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
市
六
条
江
東
２
―
５
―
６

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

政
治
団
体
の
名
称
異

動
事

項 ○

一
以
上
の
市
町
村
等
の

区
域
を
単
位
と
し
て
設

け
ら
れ
る
支
部

新
旧

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
一
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治

団
体
設
立
届
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等
を
次
の

１
政
党
の
支
部

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
党
の
支
部

２
そ
の
他
の
政
治
団
体
(政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
)

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
二
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治

団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
届
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の

異
動
事
項
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
八
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸

平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
八
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸
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白
山
会

岸
上
あ
お
い
後
援
会

政
治
団
体
の
名
称

岸
一
夫
を
育
て
る

会 維
新
の
党
衆
議
院

岐
阜
県
第
４
選
挙

区
支
部

維
新
の
党
岐
阜
県

総
支
部

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地

代
表

者

名
称

名
称

堀
敏
夫

岸
上
あ
お
い

代
表

者

の
氏

名

美
濃
加
茂
市
蜂
屋
町
中

蜂
屋
518

岸
忠
史

維
新
の
党
衆
議
院
岐
阜

県
第
４
選
挙
区
支
部

維
新
の
党
岐
阜
県
総
支

部

斉
藤
典
子

岸
上
由
美

会
計
責
任
者

の
氏

名

関
市
市
平
賀
416―

２

山
口
正
司

日
本
維
新
の
会
衆
議
院

岐
阜
県
第
４
選
挙
区
支

部 日
本
維
新
の
会
岐
阜
県

総
支
部

岐
阜
市
九
重
町
１
―
12―
３

岐
阜
市
入
舟
町
４
―
７
―
２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

平
成
26年

９
月
30日

平
成
25年

12月
31日

解
散

年
月
日

政
党
又
は
政
党

の
支
部
の
場
合

そ
の
旨
の
表
示

当
該
政
党
の
支
部

を
支
部
と
す
る

政
党
の
名
称

一
以
上
の
市
町
村
の
区

域
等
を
単
位
と
し
て
設

け
ら
れ
る
支
部
の
表
示

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
十
月
一
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
が
や
き

三

代

表

者

の

氏

名

中
川

智
文

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
下
呂
市
御
厩
野
二
九
四
四
番
地
一
八
四

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
三
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政

治
団
体
解
散
届
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お
り
告

示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
八
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
障
害
の
あ
る
人
々
と
そ
の
家
族
が
住
み
な
れ
た

地
域
で
安
心
し
て
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
ケ
ア
ホ
ー

ム
・
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
の
設
置
・
運
営
を
行
う
と
と
も
に
、
豊
か

な
社
会
生
活
を
送
る
た
め
に
必
要
な
支
援
を
行
い
、
関
係
諸
団
体

と
連
携
し
、
地
域
福
祉
の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
平
成
二
十
六
年
度
採
石
業
務
管
理
者
試
験
合
格
者

採
石
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
十
一
号)

第
三
十
二
条
の
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
実

施
し
た
平
成
二
十
六
年
度
採
石
業
務
管
理
者
試
験
の
合
格
者
の
受
験
番
号
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

平
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